
 第 ２ ９ ７ 回 役 員 会 議 事 録 （ 要 録 ） 

平成３０．１１．２７（火）   １３：５２ ～ １４：４２ 

場 所 ： 法人本部棟５Ｆ２会議室 

 

出 席 者  越智，宮谷，相田，佐藤，山本，高田，木内，山田 

                           以上役員 ８名 

欠 席 者   

オブザーバー  野上，渡邉，古澤，木原，神谷，寺本，藤原，竹内，佐々本，太呉 

（前回議事録（要録）の確認） 

 

（議事） 

１．平成３０年度補正予算について   －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－  別紙１

  （学長提案・山田理事（財務・総務担当）説明） 

 

   平成３０年度当初予算及び６月補正予算の編成以降，収入及び支出の増減が見込まれることか

ら，補正予算（17.12 億円）を編成することについて提案・説明があり，審議の結果，原案のとお

り承認した。 

 

 

２．就業規則の改正等について  －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－  別紙２

  （学長提案・山田理事（財務・総務担当）説明） 

 

   人事制度の改正に伴う就業規則の改正等について，各地区事業場の過半数代表者及び過半数組

合の意見聴取の結果等も踏まえて提案・説明があり，審議の結果，原案のとおり本日付けで制定

することを承認した。 

  （主な改正等内容） 

・人事院勧告への対応 

 ・広島県の最低賃金の改定への対応 

   ・Special Professor 及び Splendid Professor 等の雇用等に関する申合せの制定 

 

 

３．天水山団地の有効活用について －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 別紙３

  （学長提案・山田理事（財務・総務担当）説明） 

 

   本学の財務基盤強化を図るため，天水山団地の有効活用策及び将来計画について提案・説明が

あり，審議の結果，原案のとおり承認し，文部科学省に文部科学大臣認可申請手続きを行うこと

とした。 

 

 

４．平成３０年度及び平成３１年度教員人事（既存組織機能強化分）の選考について  －－ 別紙４

  （学長提案・藤原人事委員会委員長説明） 

 

   平成３０年度及び平成３１年度教員人事（既存組織機能強化分）に関して，部局の教授会等で

の議を経て，適任者として報告のあった候補者１０名について，人事委員会での審議結果を踏ま

えて検討した結果，適任と認める旨の提案・説明があり，審議の結果，１０名の人事について承



認した。 

 

 

５．平成３１年度教員人事「若手助教」の人員措置及び選考について  －－－－－－－－－ 別紙５

  （学長提案・藤原人事委員会委員長説明） 

 

   平成３１年度教員人事「若手助教」に関して，人事委員会での審議結果を踏まえて検討した結

果，２０件の人員措置とともに，各部局等から推薦のあった候補者２０名を適任と認める旨の提

案・説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。 

   なお，若手教員の採用拡大に向け，平成３１年度教員人事「若手助教」の人員措置について，

引き続き審議することとした。 

   また，若手助教を雇用する目的（本学で教育研究経験を積み，その経験をもとに将来のキャリ

アパスに役立ててもらうこと）が明確となるよう，広島大学教員措置方針等に記載の「若手助教」

の名称を変更したい旨，学長から提案・説明があり，審議の結果，「育成助教」に変更することと

した。 

 

 

６．平成３１年度教員人事（第３期）に関する人員措置について  －－－－－－－－－－－ 別紙６

  （学長提案・藤原人事委員会委員長説明） 

 

   平成３１年度教員人事（第３期）に関して，人事委員会で継続審議としていた１件の人員措置

について，同委員会での審議結果を踏まえて検討した結果，人員措置は認めない旨の提案・説明

があり，審議の結果，原案のとおり承認した。 

 

 

７．産学・地域連携センターに配属する特任教授について  －－－－－－－－－－－－－－ 別紙７

  （学長提案・説明） 

 

   知的財産戦略の強化，充実を図るため，産学・地域連携センターに配属する特任教授（１名）

について提案・説明があり，審議の結果，提案のあった候補者を特任教授として選考し，発令手

続を行うことを承認した。 

 

本議事終了後，教員人件費ポイントの使用状況について説明があり，使用可能ポイント（見込）

の確認を行った。併せて，若手教員，女性教員，年俸制教員及び外国人教員等の現状及び採用状

況について，確認を行った。 

 

 

８．平成３０年度広島大学ＤＰ・ＤＲの認定について  －－－－－－－－－－－－－－－－ 別紙８

  （学長提案・山本理事（研究担当）説明） 

 

   平成３０年度広島大学ＤＰ・ＤＲの認定について提案・説明があり，審議の結果，ＤＰ４名，

ＤＲ８名の認定を承認した。 

なお，称号の認定期間については，ＤＰは原則１０年，ＤＲは原則３年で，本学在籍中に限り

付与するものとし，再任はこれを妨げないこととした。 

 

 



（報告） 

１．平成２９年度に係る業務の実績に関する評価結果について －－－－－－－－－－－－ 資料１

  （山田理事（財務・総務担当）報告） 

   

   国立大学法人評価委員会から通知があった平成２９年度に係る業務の実績に関する評価の結果

について，報告があった。 

 

 

２．平成３０年度「卓越大学院プログラム」事業予算について －－－－－－－－－－－－ 資料２

  （高田理事（社会産学連携担当）報告） 

   

   平成３０年度の「卓越大学院プログラム」ゲノム編集先端人材育成プログラム事業予算につい

て，報告があった。 

 

 

３．広島大学における学内昇任制度について（答申） －－－－－－－－－－－－－－－－ 資料３

  （藤原人事委員会委員長報告（学内昇任制度検討ＷＧ座長）） 

      

   上位職の採用基準を十分に満たすと判断される場合に，国際公募の原則によらず学内昇任人事

を発議可能とする学内昇任制度について検討を行ってきた「学内昇任制度検討ＷＧ」からの答申

「広島大学における学内昇任制度について」の報告があった。 

   なお，本答申の報告をもって，「学内昇任制度検討ＷＧ」を廃止することとした。 

 

 

４．職員の人事について －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 資料４

  （山田理事（財務・総務担当）報告） 

   

   １２月１日付け職員の人事異動について，報告があった。 

 

 

 

以上（資料添付略） 

 

 


